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 （障害者職業 合センター 研究 ） 

内  子・  ・ 中 ・  ・  一（障害者職業 合センター） 

 

  

事業所 の によるメンタル ルス不調等の休職者を

対象とした支援として、 機 で行われている職場復

支援のためのプログラムや、 の 障害者職業セン

ター（以 「 センター」という。）で、 障害者の

職場復 に向けた支援（以 「 ーク支援」という。）

が実施されている。 
これらの職場復 支援において休職期間中の支援内容に

ついては、 センターの ーク支援では支援のスキー

ムが確立されており、 機 においても本人を対象とし

たプログラムの の試みが行われている 。しかし、

プログラム終 後の「フ ローアップ」については、これ

まであまり焦点が当たっておらず、具体的な取組内容につ

いての報告も少ない。障害者職業 合センターで実施して

いる「職場復 支援の実態等に する調 研究」では、復

職後のフ ローアップに着 し、調 を行った。本稿では、

センターを対象とした調 結果について報告する。 
 
２  

  

センター 6所（ ： 5.8 ） 

  

調 とし、平成 0 10 11 に実施した。 

  

本発 に 連する は以 のとおりである。 

① ーク支援終 後の引き継 の有 、引き継 先 

② ーク支援終 者に対するフ ローアップの実施状況 

（実施の有 、内容、 的、期間、 ） 

業に対するフ ローアップの実施状況 

（実施の有 、内容、 的、期間、 ） 

フ ローアップを実施する上での課題 

 
３ 結  

 引  

センターの8 .8 が、 ーク支援終 後に引き継

を行うことがあると した。引き継 先について当て

はまるもの てに を めたとこ 、「所内のジョブ

コーチ（ ）支援の 当者」が8 .6 であり、最も高

かった（図１）。また、「 の支援機 」の具体例とし

て、 機 の イケア、障害者就業・生活支援センター

等が られた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 引 先  

 

  

 センターの 7.8 が、 らかのフ ローアップを実

施していた。 

  

ーク支援終 後から復職までの期間（復職 ）と、

復職後の期間に分けて、フ ローアップの内容について、

当てはまるもの てに を めた。復職 に最も多く実

施されていたのは「個別面談」（ . ）であり、復職後は

「 、メール、手 による 言」（86.7 ）であった

（図 ）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２  

 

  

復職 は「モチベーション」（77.8 ）、復職後は「コ

ミュニケーション」と「モチベーション」（71.1 ）が最

も多く された（図３）。「その他」として復職 は、

生活 ム・サイクルの 持等が、また、復職後は ー

クで  
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３  

 

  

復職 ・後とも「本人からの に基づき実施」（ ：

68. 、後：71.1 ）が最も多く された。 

  

実施期間は「期間設定なし」（ ：57.8 、後：

60.0 ）、実施 は「利用者の に応じて実施」

（ ：80.0 、後：75.6 ）が最も多く された。 

  

センターの78. が、 らかのフ ローアップを実

施していた。 

  

最も多く実施されていたのは復職 は、「 、メール、

手 による状況確認」、「 、メール、手 による 言」

（6 . ）、復職後は「 、メール、手 による 言」

（80.6 ）であった（図 ）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４  
 

  

 

  

復職 は「本人からの に基づき実施」、「個々の利

用者に応じて臨機応変に対応」（55.6 ）、復職後は「本

人からの に基づき実施」（80.6 ）が最も多く さ

れた。 

  

実施期間は「期間設定なし」（復職 ・後ともに

55.6 ）、実施 は「利用者の に応じて実施」

（ ：80.6 、後：77.8 ）が最も多く された。 

  

フ ローアップ実施上の課題について、「制 面」、

「他機 との連 」、「体制面」、「その他の課題」の

つの テ ーに分け、自 で を めた。 られ

た 的な内容を に す。人的、時間的制 に する内

容や、 支援に する課題が られた。 

 

  

カテゴリー 代表的な内容 

制度面 

・利用者の希望する曜日や時間（土曜日等）

に実施することが難しい 

・人的、時間的な余力がない 

・JC支援を使いづらい（障害者雇用のイメー

ジ） 

他機関との連携 

・連携の機会が少ない 

・主治医との連携が難しい 

・受け入れ先がない 

体制面 

・長期間のフォローアップは困難 

・JCへの引き継ぎが難しい（担当者が代わる

ことへの抵抗感） 

その他 
・復職前のモチベーションの維持 

・復職に至らず退職になった場合の対応 

 

４  

調 結果から、フ ローアップが多くの センターで

利用者の状況に応じて実施していることが された。しか

し、フ ローアップの 的、必要性と共に、実施上の課題

も指 された。また、フ ローアップの実施期間について

は、「期間設定なし」が最も多く された。そのため、

フ ローアップの対象者が 加する一方となることも考え

られる。さらに、 支援や他機 へ引き継 ことは、

フ ローアップの有効な方法の１つであると考えられる。

しかし、受け入れ先が少なかったり、 当者が交 するこ

とに利用者が を えたりするという課題も られて

おり、今後、より良い連 方法を検討していく必要がある

と考えられた。 

 

【引用文献】 

1 ・ 良雄 ークプログラムの 臨

 1 pp.150 -151 2012. 

 

【連絡先】 

  E-mail：Miyazawa.Shiho@jeed.or.jp 
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 一（障害者職業 合センター 研究 ） 

中 ・  ・内  子・  ・  （障害者職業 合センター） 
 

  

現 、 が におけるメンタル ルス不調等による休職

者に対する職場復 支援は、 の 障害者職業セン

ター（以 「 センター」という。）およ 一 の

機 等において実施されている。 

職場復 支援の内容については、 センターの ー

ク支援では支援のスキームが確立されており１）、 機

における復職支援プログラムでもプログラムの の

試みが行われている ）。しかし、復職後のフ ローアッ

プ（以 「フ ローアップ」という。）については、これ

まであまり焦点が当たっておらず、具体的な取組内容につ

いての報告も少ない。 

障害者職業 合センターは、「職場復 支援の実態等に

る調 研究」において、復職支援プログラムを実施して

いる 機 に対してのアンケート調 を行い、プログラ

ムの実施状況やフ ローアップに する情報 集を行った。

本稿では上 アンケート調 において把握されたフ ロー

アップの現状、課題等について報告する。 

 

２  

機 が実施する復職支援プログラムに する知見を

るため、 機 に対するアンケート調 を実施した。 

  

一 団法人日本うつ ーク協 に所 する 機

181所を対象とした。 

  

調 による 調 とし、平成 0 10 に実施

した。 

  

 本発 に 連する な は以 のとおりである。 

ア フ ローアップの有  

イ フ ローアップの実施内容 

 フ ローアップ実施上の課題 

 ましいと考えられるフ ローアップ 

 

３ 結  

  

52機 から を た（ 28.7 ）。 

 結  

  

 フ ローアップを実施している機 は 7機 （ 0. ）、

実施していない機 は 機 （ .6 ）であった（図１）。 

 

  

 

  

フ ローアップの実施内容について で した

とこ 、「個別面談」が最も多く （72. ）、次いで

「プログラムの 」が 0 （6 .8 ）、「 、メール、

手 による状況確認」が1 （2 .8 ）、「 、メール、

手 による 言」が10 （21. ）となっている（図 ）。

また「プログラムの 」の内容では、「プログラム終 者

による自 加の 」を実施している機 が多かった。 

 

２  

 

フ ローアップの期間については、「期間設定なし」が

機 （8 .0 ）、「１ 以上」が３機 （6. ）、

「 か 以上１ 」が 機 （ . ）、「３か 以

上 か 」が 機 （ . ）、「３か 」が１

機 （2.1 ）という結果であった。 

フ ローアップにおける特別なプログラムの設定の有

については、27機 （57. ）が「設定あり」、1 機

（ 0. ）が「設定なし」であった（図３）。フ ロー

アップに する特別なプログラムを設定している27機 の

52 
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うち、16機 （5 . ）は「集団プログラム」、 機

（2 .6 ）は「特定の心理プログラム」、 機 （7. ）

は「その他のプログラム」、１機 （ .7 ）は「 育プ

ログラム（心理 育）」を実施していた（図 ）。それら

の具体的な内容だが、「集団プログラム」では「休職中の

利用者と復職者との意見交換」、「 面している課題につ

いての し合い」、「プログラムで だことの職場での

活用状況の発 」等、 々な取り組みが られた。「特

定の心理プログラム」は、「復職後の 題についての認知

行動 法や 」、「グループによる復職後の生活

ムの振り返り」といった内容であった。 

 

 
３  

４  

 

  

フ ローアップ上の課題に して「法・制 面」「他機

との連 」「経 面」「その他の課題」の つの側面か

ら自 にて を た。 

「法・制 面」に する課題では、「経 の がない

こと」に言 する意見が多く集まった。具体的には「制

があり 成な あれば実施すると考えられる」「フ ロー

アップが で点 がとれるとよい」等の があった。 

 「他機 との連 」に する課題では、「連 の

知不 」、「 機 に しての情報不 」といった、

「フ ローアップ時に のような 機 が利用できるの

か、また のような連 ができるのかわからない」という

が多く集まった。 

 「経 面」に する課題では、「法・制 面」に して

の課題とやや重 するものの、「集団プログラムとしての

フ ローアップは 定が取れるが個別のフ ローアップは

が取れない」という意見が多かった。また「職 のマ

ン ー上フ ローアップの実施が困難」といった職 の

配 における課題も見られた。 

「その他の課題」については、「 業との連 が取れて

いない」、「 業支援のノ が不 している」といっ

た 業支援に する課題や、「フ ローアッププログラム

に 加する対象者が少ない」といった対象者の不 に す

る課題が見られた。 

  

ましいと考えられるフ ローアップについて自

で を た。具体的な意見としては「 業との ンフ

レンスの 」、「復職後の職場へのスタッフの 」等、

業や職場へ向けたアプローチを行う必要性について意見

が多く集まった。次いで、「対象者個別の事情に合わせた

ンセ ングな の支援」といった対象者に向けたきめ

かな対応の必要性について言 する意見も見られた。その他

少 ではあるが、「ジョブコーチ支援の実施」や「

（ス イプ等）での利用者との相談」といった意見も見ら

れた。 

 

４  

復職支援プログラムを実施している 機 の多くで、

フ ローアップを行っているという結果であった。フ

ローアップの内容は「個別面談」、「プログラムの 」

に集中している。また「プログラムの 」については

以上の機 が「フ ローアップにおける特別なプログラ

ム」を設定していた。 

フ ローアップに する課題では「経 の がないこ

と」、「 業支援が 分に行えないこと」等が多く ら

れ、 ましいと考えられるフ ローアップでは、「 業や

職場へのアプローチ」、「対象者個別の事情に合わせた

ンセ ング」という意見が多く見られた。フ ローアッ

プの実施や、フ ローアップにおける 業や職場へのアプ

ローチについて必要性は認識するものの、制 面、経 面

等の により対応が困難になっている現状があることが

えた。 

 

【 文献】 

1 加 ： 障害者職業センターの ーク支援「

55（ ）」p.777-78  201  

2  良雄： ークプログラムの 「臨

1 11 」p.150 -151 ，2012 

 

【連絡先】 

 一 

e-mail： rak ki. oichi@jeed.or.jp 
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用  

 

     （ 分障害者職業センター 障害者職業 ンセラー） 

   （ 分障害者職業センター） 

 一（  分障害者職業センター 現 障害者職業 合センター ） 
 

  

ーク支援は、うつ を中心とするメンタル不調者の

職場復 を 的に実施されており、復職に して効果的な

プログラムを行っているとこ である。 

分障害者職業センター（以 「職業センター」とい

う。）では、 ーク支援を終 後、安定した職場復 ・

職場定着のため、ジョブコーチ支援を 用する者が一定

いる。 

そこで、平成 0 に ーク支援終 後、ジョブコー

チ支援を利用した者に する支援 等を基に、支援内容、

職場復 ・職場定着に する イント等を整理・分 する

ことを本稿の 的とする。 

 

２  

  

平成 0 に ーク支援を終 し、ジョブコーチ支援

を した 障害者 とした。 

  

対象者の ーク支援実施結果、ジョブコーチ支援

、障害者 用支援システム内の支援経過から支援状況を

把握するとともに、支援内容等の分 を実施した。 

なお、分 に しては、調 研究報告 No.65 で用いら

れたジョブコーチ支援における支援内容の分 に じ

て分 を実施した。 

 

３ 結  

  

には、 ーク支援実施結果に したジョブコーチ

支援を必要とする理 を対象者別にまとめてある。 

ーク支援対象者に特有の実施理 としては、復職に

当たり、 変 を行う者が いた（ケース ・ ）。

メンタル不調者の職場復 の には、 を変 すること

は 々にしてあるが、 ーク支援の プログラムを受講

し、職場復 の 性が高まっても、対象者の作業 行

力・対人 力等で新たな職場に 応できるか、 す

る事業所 者がいることが分かる。 

ケース は、 ーク支援の中間・最終報告 で事業所

者が、 ーク支援終 後も、職業センターの継続的

な支援を要 したことを機に、ジョブコーチ支援を実施し

た事例であり、このように職業センターに対してフ ロー

アップの一 として、継続的な手 い支援を めるニー

があると考える。 

  

 

また、ケース は ーク支援受講 に、出 が不安

定なことを理 に、 休職した経 があったことから

ジョブコーチ支援を行うこととなった。 

一方、ケース は ーク支援期間中から、復職に し、

「作業が に 行できるか」不安感を えたことから、

ジョブコーチ支援を実施したが、当 事例は継続 務に

する意 が しく し、早期に 職したため、中止に

っている。 

  

対象者 とに の支援を行ったか かを ントし、

の中で支援を行っていた人 の 合をグラフにした

ものが図１である。 
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支援内容を見ると、１ 基本的労働習 （ ）、 .

不安、 感、ストレスの （ 1 ）、３ 職務 行

（12 ）の順に 合が高いことが分かる。 

  

図 は 合 から集計した，ジョブコーチ支援終

時、 された課題である。障害者の課題を見ると、１ 基

本的労働習 （ 2 ）、 不安、 感、ストレスの

（ ）、３ 職務 行（17 ）の順に 合が高いこと

が分かる。 

 

 
２  

 

４  

  

職業センターでは、ここ 、 間 0 弱のメンタル不

調者に ーク支援を実施しており、平成 0 は に

終 後、ジョブコーチ支援を行った。 ーク支援対象者

の 分の１強の 合の者にジョブコーチ支援を実施した。 

ーク支援では、 当職 が支援期間中、中間・最終

報告 等で、事業所 者と 、 する機 が

あり、その に復職後のジョブコーチ支援の利用 を行

うと、支援への 心を せる事業所 者は多い 象を

者は受けている。 

対象者の すうを見ると、うち１ が中止、その他１

が終 後、 職している状況にあり、ジョブコーチ支援を

用しても、職場不 応を起こす者が いた。メンタ

ル不調者の職場復 後の定着 に する 計調 を し

てはいないが、 状の変動等で不 応が生じる者は一定

いることを し、 ーク支援中に対象者の 理の

状況や復職への意 の強さをより にアセスメントする

必要があると われる。 

  

対象者への支援内容の分 結果から「基本的労働習 」、

「不安、 感、ストレスの 」に する支援の

が「職務 行」よりも高いことが分かった。 

、ジョブコーチの支援スタイルを、「作業場面 入

」と「相談支援中心 」と することが多い。本調

対象のうつ 等を中心とするメンタル不調者へのジョブ

コーチ支援では、対象者の就業 での作業 行を経過

することは と く、事業所の 支援 での き

取り相談を行うことが多かったことより、「相談支援中心

」の支援スタイルを していることが分かった。 

「基本的労働習 」の内容については、 に 理に

する相談の が高いことから、「 と障害が共 して

いる」メンタル不調者の特性に焦点を当てた支援といえる。

その支援の特徴として、 ーク支援プログラムで実施し

た「気分・生活 プログラム（ 間振り返り）」での

間活動 を、対象者が ーク支援終 後も引き続き

していることが多く、ジョブコーチが事業所で対象者

を支援する 、 眠 ム、気分の変動等、 を基に

確認・相談している工夫点が見受けられる。 

次いで、「不安、 感、ストレスの 」の が高

かったが、支援経過の を見ると、職場の人間 や仕

事内容に する対象者の みに加え、ケースによっては、

内の出 事な を不安要因として る者もいた。こ

の点については、対象者の 事の え方に する認知面に

課題があることが しており、 ーク支援で 習した

認知行動 法のコラム法のシートで整理し、支援場面で

シートを見ながら、ジョブコーチが 応的 考を促してい

ることが多い。 

  

ジョブコーチ支援 合支援 から集計した障害者支

援の課題では「基本的労働習 」、「不安、 感、スト

レスの 」、「職務 行」の順に 合が高かった。 

「基本的労働習 」の 合が高いことについては、 状

の により、作業の出 高に変動が出たり、対人 の

不調が生じやすい対象者への一定のフ ローアップの必要

性を けていると考える。 

 した 間活動 やコラム法のシートを積 的に

活用しない事例については、ジョブコーチ支援終 後の

フ ローアップの が高い傾向が見受けられており、

ジョブコーチ支援実施 の ーク支援でのプログラムの

習 が、その後の職場 応を することが されて

いる。 

 

【 文献】 

障害者職業 合センター：調 研究報告 No65 障害者へ

のジョブコーチ支援の現状、 1 2005  
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上 子（障害者職業 合センター職業センター 発課 障害者職業 ンセラー） 

中  （障害者職業 合センター職業センター 発課） 
 

  

障害者職業 合センター職業センターでは、ジョブ

イン・サ ートプログラム（以 「 」という。）

を実施し、プログラム受講者（以 「受講者」という。）

の障害特性に応じた個別 キュラムの 、ロールプレイ、

グループ ーク、作業、個別相談といった手法を用いなが

ら、受講者の活動性、ストレス対処、集団 応、職務 行、

応、キ アの整理等の スキルの習 のための

支援を行っている。その支援を通じて、気分障害等による

休職者への効果的な復職支援 法の 発を行うとともに、

障害者職業センターの ーク支援をはじめとする

の就労支援機 等に対して支援 法の伝達・ を実施

している。 
、うつ の において、以 から取り組まれてき

た①心身の休 、② 調整（ になっているストレス

を らす）、 心理 法（ストレスにうまく対処できるよ

うに指導・トレーニングを行う）、 の 本 に

加えて、 事、 眠、 動な の生活習 への 入が有効

であることを す ンスが え、 されている１）。   

受講者についても、休職に る の状況を振り返ってい

くと、 要因（ 業、業務 の過多）や人間 等の職

場で生じるストレスに起因する課題以 に、 性の 眠不

、 ・ の不 取からくる集中力の 、 等の

生活習 からくる不調等、生活習 に起因する課題がみ

られる場合も多い。また、 業の人事 当者や 業 から

も、 ーク支援施設等を利用して一時的に生活 ムの

安定、 眠、 事等の が図られたとしても、復職後に

また生活習 の れが生じ、 発・ 休職に るケースも

少なくないという相談も せられる。 
それらを まえ、ストレスや疲労を 復させる日 生活

の取組や な生活習 の確立が、復職後の安定 務を支

えるための きな要 であるとして、それらを「日 生活

基 力」と定 し、その向上を図るための方法の一つとし

て、 事・ 動・ 眠・ストレスコー ングを中心とした

生活習 の に向けた取組のための支援 法を 発する

こととした。 
 

２  

本支援は、生活習 の に取り組むための導入として

の講 、受講者自身で取り組む行動を めて実施し、その結

果を「行動ノート」に するセルフモニタ ング、行動を

持続（習 ）していくためのモチベーションの 持や必要

に応じた 道 等を行うためのグループミーティングや個

別相談な のフ ローアップで構成されている（ ）。 

 
  

 
３  

  

  

この講 では、生活習 と心の の 連性、 事・

動・ 眠等が心の に のように するのかについて

の知識を する（図１）。その上で、受講者自身の生活

習 について振り返ってもらい、 ィス ッションを通じ

て気 きを深める れとなっている。 

  

この講 では、復 後の安定 務を 指すために必要な

生活習 が か、受講者自身で に取り組みたいかを明確

にしていく。その上で、行動を習 するための イント 

援
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る

セ
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ン
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と
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ア
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の
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 連  

 

や具体的な行動 ストの およ 習 するための仕組

みづくり等についての説明を行う。さらに、今後、新たに

生活に取り入れたい行動について、一つ一つステップに

って整理し、 定する れとなっている。 

  

1 イで 定した行動について、「行動ノート」（図 ） 

により、実行できたか かの を 日行い、１ 間に１

、感じられた効果や実行上の 点、今後の な を

する。この支援で取り組む生活習 は、復職後も継続

していくことを 指しており、 終 後の自己 理

を図っていくためにも、「受講者自身で し、振り返り

を行う仕組みづくり」が必要である。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

２  

 

  

生活習 を していく取組には、知識 やセルフモ

ニタ ングに加え、行動の持続（習 ）を支えるサ ー

ト体制も重要な要 である。 
支援者のかかわりは、図３に したとおり、受講者の生

活習 を することに する が のくらいできてい

るか、その段 （ステージ）に応じて変えていく必要があ

る。支援者による個別相談や受講者同 のグループ ーク

の力を活用し、受講者自身が新たな行動の持続への自 を

深めてもらうことを 指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 
支援者のかかわり      受講者の「生活習 の に する 段  

３  

 

 

４  

  

受講生によっては、自 の 失、自己効力感の から、

行動を起こすことに や不安がみられることがある。そ

のため、取り組む行動は、「達成 な」「小さなステッ

プ」を設定するように 言し、実行できた達成感を持って

もらうことが必要である。また、気分や体調の を想定し、

の な設定を行うことや実行できない日があったと

しても、できた 分に を向け、気持ちの えができる

ような支援者のかかわりが重要である。 

  

本支援では、 通所中に生活習 の のための

行動を「より多く行うこと」に を くのではなく、受

講者自身が 的意識を持ち、最終的には自己 理のもと、

な生活習 を 持・継続できるようにすることに支援

を くことが である。一方で、当 支援を受けた

受講者からは、「 １ のグループミーティングでの振り

返りやスタッフの 言がモチベーションの 持につながっ

た」等、定期的な支援者のかかわりやグループ ークの重

要性を す もあることから、復職後は、自己 理ととも

に、例えば や 業の 業 スタッフ等を き込

だ支援体制づくりも必要と われ、復職調整の支援に す

る重要な イントといえる。 

  

上 1 2 を まえ、本支援の 要、実施方法、実施上

の留意事 や イント、支援事例等を取りまとめて、実践

報告 を ３ に発行する予定である。 

 

【 文献】 

１） 功 ：「心の を す 事・ 動・ 眠の整え方」p.1  

201   

） ：ティーチングとコーチングによる 支援 日

本 行動 雑誌 ol.28 No2 pp86-8 201  
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平野 郁子（北海道障害者職業センター 障害者職業 ンセラー） 

 

  

、当センターの ーク支援では、発達障害傾向を

有する利用者が 加している。 断を受けたり、 か

ら傾向を指 された方もいるが、生きづらい自 があるだ

けの方もいる。 らは、次のような特徴が 因となって人

間 の や業務 行上の困難に 面し、メンタル不調

に っていた。 

 

・作業時間の見積もりができず期日を れない 

・優先順位がつけられず、 する 

・突発的事態で臨機応変に調整できない 

・ なタイミングで上司と相談できない 

・理解や 現が上手くできず、認識がずれる 

・疲労やストレス、体調変 に気づけない 等 

 

以上は、「仕事そのものの 力」である「 ー スキ

ル」に対して、対人 等の職業生活 持に間 的にかか

わる 力である「ソフトスキル」と ばれている（梅永，

2017）。職場で容易に 育できるものではなく、休職以

から職場が対応に苦慮している場合も少なくない。支援を

進める上では、本人が特徴を理解して自分に合う対応方法

を整理し、 な り実践できるよう促すことが重要にな

る。しかし、これらは認知行動 法やアサーション等の講

習中心の の ーク支援 キュラムだけでは対応し

れない課題と言える。そこで、当センターでは上 のよ

うな課題を有する利用者に対して、 ーク支援 キュ

ラムと 行して、次の課題をター ットとした「個人ノル

マ作業」を試行した。 

 

・仕事の進捗 理（ ある計画と調整） 

・疲労やストレス等、心身状態のモニタ ング 

・上司等への相談や報告 

 

２  

支援の れを図に した。個人ノルマ作業は、 ー

クサンプル等の事務課題を一通り経験した 以 に

実施する。１ 間 位で の課題 にノルマを設定し、

本人が所要時間を見積もり、作業計画を組む。 の後 に

追加課題を指 し、本人が作業計画を見 す、指 者に期

日や作業 の調整を相談する、アサーティブに断る等の対

応から して実行する。１ 間 の振り返りでは、

の さ、焦 感や 等と身体 応の 連を整理し、自

分の状態に応じた対応を できるよう の 設定を

り返す。 

平成 0 はASD傾向、ADHD傾向を有する に実施し

た。本稿では、ASD傾向を有する１事例について する。 

 

 

  

 

３  

【 】 

0 性のS 事者。10 にうつ を発 し、 機

が行う ークプログラムを利用。復職後しばらくして、

因不明の不眠、 気、 不振等の 状が 発。 休

職を り返し、当センターの利用に った。 からは

ASD傾向を指 されており、職場からは 因不明の体調不

良への対処方法、突発的事態に対するストレス対処方法を

復職までに検討することが められていた。 

＜ 用 ＞ 

体調変 やストレスに気づきにくく仕事を休む判断がつ

かないこと、突発的事態への不安から休日も気が休まらな

いこと、 一の の ームにより生活 ムが に

なっていること、S が 職であるのか でいることを整

理した。そこで、①生活 ムづくり、②ストレスサイン

の確認と対処方法の検討、 特徴の把握と自分に合う働き

方の整理を に設定し、 ーク支援を した。 

＜Step ＞ 

セルフケア講習の受講と 行して、作業場面でシートを

用いた不安や疲労・ストレスサインの確認を行った。振り

返りでは、過集中や不安から休憩を取れないこと、ミスや

予定変 等の突発的事態があると強い動悸が生じることを

把握した。休憩を促すと 感が強かったため、実験とし

て 々な休憩の仕方を試行することを し、タイミング

発達障害傾向を有するメンタル不調者への効果的な職場復帰支援 

 

〇平野 郁子（北海道障害者職業センター 障害者職業カウンセラー） 

 

１ はじめに 

近年、当センターのリワーク支援では、発達障害傾向を

有する利用者が増加している。診断を受けたり、主治医か

ら傾向を指摘された方もいるが、生きづらい自覚があるだ

けの方もいる。彼らは、次のような特徴が原因となって人

間関係の悪化や業務遂行上の困難に直面し、メンタル不調

に至っていた。 

 

・作業時間の見積もりができず期日を守れない 

・優先順位がつけられず、混乱する 

・突発的事態で臨機応変に調整できない 

・適切なタイミングで上司と相談できない 

・理解や表現が上手くできず、認識がずれる 

・疲労やストレス、体調変化に気づけない 等 

 

以上は、「仕事そのものの能力」である「ハードスキ

ル」に対して、対人関係等の職業生活維持に間接的にかか

わる能力である「ソフトスキル」と呼ばれている（梅永，

2017）。職場で容易に教育できるものではなく、休職以前

から職場が対応に苦慮している場合も少なくない。支援を

進める上では、本人が特徴を理解して自分に合う対応方法

を整理し、可能な限り実践できるよう促すことが重要にな

る。しかし、これらは認知行動療法やアサーション等の講

習中心の従来のリワーク支援カリキュラムだけでは対応し

切れない課題と言える。そこで、当センターでは上記のよ

うな課題を有する利用者に対して、リワーク支援カリキュ

ラムと並行して、次の課題をターゲットとした「個人ノル

マ作業」を試行した。 

 

・仕事の進捗管理（余裕ある計画と調整） 

・疲労やストレス等、心身状態のモニタリング 

・上司等への相談や報告 

 

２ 取り組みの概要 

支援の流れを図に示した。個人ノルマ作業は、幕張ワー

クサンプル等の事務課題を一通り経験した２ヶ月目以降に

実施する。１週間単位で複数の課題毎にノルマを設定し、

本人が所要時間を見積もり、作業計画を組む。週の後半に

追加課題を指示し、本人が作業計画を見直す、指示者に期

日や作業量の調整を相談する、アサーティブに断る等の対

応から選択して実行する。１週間毎の振り返りでは、選択

の適切さ、焦燥感や緊張等と身体反応の関連を整理し、自

分の状態に応じた対応を選択できるよう目標の再設定を繰

り返す。 

平成30年度はASD傾向、ADHD傾向を有する２名に実施し

た。本稿では、ASD傾向を有する１事例について紹介する。 

 

 

図 支援の流れ 

 

３ 事例 

【突発的事態への不安が原因で休職を繰り返す事例】 

30代男性のSE従事者。10年前にうつ病を発症し、医療機

関が行うリワークプログラムを利用。復職後しばらくして、

原因不明の不眠、嘔気、食欲不振等の症状が再発。数回休

職を繰り返し、当センターの利用に至った。主治医からは

ASD傾向を指摘されており、職場からは原因不明の体調不

良への対処方法、突発的事態に対するストレス対処方法を

復職までに検討することが求められていた。 

＜利用前相談＞ 

体調変化やストレスに気づきにくく仕事を休む判断がつ

かないこと、突発的事態への不安から休日も気が休まらな

いこと、唯一の趣味のゲームにより生活リズムが夜型に

なっていること、SEが適職であるのか悩んでいることを整

理した。そこで、①生活リズムづくり、②ストレスサイン

の確認と対処方法の検討、③特徴の把握と自分に合う働き

方の整理を目標に設定し、リワーク支援を開始した。 

＜Step１＞ 

セルフケア講習の受講と並行して、作業場面でシートを

用いた不安や疲労・ストレスサインの確認を行った。振り

返りでは、過集中や不安から休憩を取れないこと、ミスや

予定変更等の突発的事態があると強い動悸が生じることを

把握した。休憩を促すと抵抗感が強かったため、実験とし

て様々な休憩の仕方を試行することを提案し、タイミング
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の図り方と休憩の効果を検討した。 

＜Step２＞ 

期日にノルマを終えられない不安による焦り、追加課題

を断れないことで不安が強くなることを確認した。そこで、

早めに進捗を報告すること、状況を説明して断ること、優

先順位を相談してできる範囲で引き受ける交渉をすること

を試行した。 

＜Step３＞ 

以上の体験と職場での経験の振り返りをもとに次の気づ

きを整理した。 

 

・プロジェクト中は見通しの立たなさや突発的事態への不

安が気づかない内に疲労として蓄積し、一段落すると体

調不良として現れていた。 

・ストレスサインは「不安」「動悸」であり、肩こりから

疲労が若干わかるようになった。 

・休憩やストレッチ、早めの就寝が疲労蓄積の予防になる。 

・アラームを活用すると忘れずに休憩できる。 

・一人で考えても結論を出せないことが多いため、上司に

相談すると抱え込みの防止になる。 

・３分考えても堂々巡りするときは、諦めて考えることを

止めると不眠にならない。 

 

以上について、復職時の職場面談で共有し、突発的事態

が少ない業務に当面は転換すること、日報と定期面談によ

り業務の進捗や体調の共有を行うことについて、配慮され

ることになった。復職後は、上司への小まめな報告や相談、

アラームを活用した休憩、忙しい日や疲労を感じた日には

早めに就寝することを継続できている。 

 

４ 結語 

本事例では、個別ノルマ作業を実施することにより、①

心身状態の把握の苦手さに対する疲労・ストレスサインの

把握と効果的対処の検討、②見通しを持つことや臨機応変

な対応の苦手さに起因する不安に対する対処方法の検討に

取り組むことができた。 

また、もう１つのADHD傾向を有する事例では、計画性の

弱さによる先延ばしや追加課題を安易に引き受ける特徴に

対し、所要時間の見積りや優先順位を相談したり、状況を

説明して追加課題の対応を相談する練習を行い、復職時に

職場と情報共有を行うことで協力体制づくりにつながった。 

以上のように、ノルマというストレス状況を作り出すこ

とで、個人の認知特性とそれにより生じる事象のアセスメ

ント、具体的な対応方法の検証を行い、本人の特徴と配慮

内容について整理し、職場と共有して協力体制作りを行え

ることが個人ノルマ作業の利点と言える。なお、実施する

に当たっては、次の点に留意すべきと考える。 

 

・失敗に対する恐怖心への配慮 

・知識レベルから体験レベルへのスキル移行 

・他のプログラムとの効果的な連動 

 

過去の失敗経験の積み重ねから失敗を恐れて新たな方法

を受け入れがたい場合が多い。また、対応スキルの知識が

あっても状況に応じて判断し実践することが難しい場合も

多い。そこで、本人がこれまでしてきた仕方をベースライ

ンとして把握し、新しい方法を試行する「実験」、効果と

次の対策を検討する「検証」、自分にあった対処方法を見

つける「発見」というスモール・ステップを設定し、成功

体験を積み重ねることにより自己効力感を育むことが必要

である。そして、この過程は支援者と振り返りをしながら

気づきを共有し、共同で進めることが重要である。また、

より効果を高めるために連動させるプログラムの例として

は、知識レベルの理解を深めるためのストレス対処等のセ

ルフケア講習、自分の状態や気持ちを伝えるためのコミュ

ニケーション講習、他の利用者と経験を共有するグループ

ミーティング、集団で課題達成に向けて協力して取り組む

チーム作業等がある。 

最後に、発達障害者への就労支援では自己理解の促進が

重視されているが、知識レベルから体験的レベルの自己理

解へと促す工夫が重要と考える。また、職場定着では、本

人へのソフトスキルの指導だけでなく、ジョブマッチング

や職場の理解に基づく合理的配慮が重要となる（梅永，

2017）。本稿の事例は、できる配慮を検討したいという協

力的職場だったが、他の事例では、理解のある職場ばかり

ではない。発達障害傾向は気分障害等のメンタル不調とは

異なる配慮が必要となるが、知識や経験がないために職場

は具体的に配慮を想像することが難しく、過重に感じてい

る場合も少なくない。職場側も成功経験を積み重ね、理解

につながるように工夫していくことが今後の課題になると

考える。 
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